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企業は資本の自己増殖の勢いとして，資本の包摂を進める。生産と資本の集積・集中化の進

展は競争によって促進され，その結果少数の巨大企業による市場の寡占化をまねく。企業主体

は，市場を(部分的に)支配し，市場支配力を獲得する乙とになる。とれは「資本による市場

の包摂」といわれる現象である。ところで一般に市場とは，分離独立した多数の生産者と消費

者を結び付ける場所である。ここでの仮定は，完全情報をもった各自律的決定主体が自由に市

場へ参入・退出できることにある。つまり各主体の多元的な選好が市場機構を通して合成され

事後的l乙均衡作用が働く場所であるとされる。しかしながらこの市場が資本によって包摂され

る結果，自律的・分権的な各主体聞の自由競争，多元的選択の可能性などの「市場の論理」は

「資本の論理」にとって代わられる?これは企業側からみるならば，企業内部での生産過程の
みならず，企業外部のすなわち市場における流通・消費過程までも企業の計画化の範囲に(部

分的に)取り込み，市場操作，価格の主導権を握ることを意味する。それは次の 2 つの領域に

おいてみられる。( a) 消費者の行動・選択の制御。( b) 必要とする資本，有効な情報(知

識・技術) ，特殊な労働力や原材料，中間生産物などの安定的な入手。

すなわちこれらを全く自由市場に任せることは現実的にはリスクーコストも大きく困難であ

(1) 都留重人「“資本"よる“市場"包摂」・都留監修『新しい政治経済学を求めて 2J 勤草書房. 1968. 11-15ぺ

ージ，また『公害の政治経済学』岩波書店. 1972. 第 4 章，参照。
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谷本寛治

って，安定的な調達・供給の計画化が必要になってくる。 (2) (労働力や資本の調達の内部化一計
画化についてはすでに取り上げた) それには 2 つの方向がみられる。

(1) 市場の独占化・寡占化という方向。

(2) 企業内・企業聞において内部的な市場を形成する方向{とくに( b) に関してい

前者(1)の方向について。 r生産と消費の聞に介在する市場(それは生産物市場のみならず生

産要素市場を含む)を除去するために」生産レベル・販売レベ、ルで、の垂直的・水平的(また産

業聞を越えた多角的)な合併を通して市場の包摂を行う。その結果市場は独占化・寡占化して

いくが，このような方向によって計画化された市場では，生産者・消費者の自律的・分権的な

自由競争はなく，市場支配力を持った生産者=企業が市場を通して消費者や他企業(原材料，

中間製品の供給者)を一方的に制御する関係が形成される。とくに市場での情報に関して企業

と消費者は全く非対称的となり(消費者側の情報不足と企業側の情報操作) ，自由な多元的選

釈は不可能となるため，消費者の選好は市場を通して反映されにくくなる。企業は大量生産と

それにともなう大量消費の体制を確立していくために，言い替えれば消費者を自己の計画化の

体制の下に取り込んで行くために，その支配構造を市場領域に広げその強化を進めていく (さ

らにその足りないと乙ろを，後段見るように国家の権力に依存するという構造が形成される)。

このように企業が流通・消費過程を包摂することによって，独占価格形成力を獲得するにい

たり，それに基づいて究極的に消費生活を企業の戦略的支配のもとにおき，市場において消費

者に対する権力を得る乙とになる。そとでは消費者の選考が市場機構を経て企業にひとつの制

御情報を与えていくようなシステムではなく，消費者が企業の再生産システムに組み込まれる

乙とを意味する。企業は提供する新しい財・用役や，それにともなう諸マーケティング活動を

通して，消費生活のパターンや価値観を変えたり，ひいては文化・生活様式までにも影響力を

与える社会的な権力を持つに至るといえる。

後者(2)方向について。乙れは企業内・企業聞における内部市場(市場と内部組織の中間組織)

の形成をさすが，乙の方向における計画化とは(外部)市場を通して(不確実な情報の伝達の

中)価格や取引量の決定を行うのではなく，企業あるいは企業ク*ループがその内部に市場を形

成し，自らの意思決定によって(外部)市場における不確実性，非効率性から生じるノイズを

(2) Galbraith, J. K., The New Industrial State. (3rd ed.) , Houghton Mifflin Co., 1978, p. 24. (都留監訳

r新しい産業国家J TBSブリタニカ， 1980, 34ページ). 

(3) 宮崎義一『寡占一現代の経済機構一』岩波書店， 1972, 219ページ。

(4) 谷本寛治「企業権力の機能ーその経済サイパネティック分析一J r産業と経済J (奈良産業大学開学記念

論文集) 1985. 11 , 184-185ぺーツ参照。
(5) エプスタインは乙れを企業の“社会・文化に対する権力"とよぷ。 Epstein， E. M.,“Dimensions of Corporate 

Power" Pt. l, California. Management. Review, Vol. 16. No. 2, 1973. pp.16-19. 
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排除し，一方的に直接的にその内部で決定することを目的とする。乙れは， (外部)市場が企

業にとって効率的な資源配分を行えないとき，取引・契約のコストや情報交換のコスト・効率

性の点から，内部に市場を形成し自己のコントロール下附くものと説明される ;6)
一般に市場の制御には前回にみた企業主体聞の結合から， ( 1]緩やかな結び付き， ( 2 J 

より強い結び付き(内部市場の形成) ，の 2 つの方向が考えられる。

(1]緩やかな結び付き:同一市場に属する企業主体が交渉によって競争制限を目的としたカ

ルテル協定を結び，あるいは機能的なレベ、ルで、の提携ー協同化し，利害の調整を行い，市場の

部分的・一時的な制御を行なおうとする乙と ;7)
情報の交換や市場分割協定の容易な産業部門においては，合併・系列化のような内部化では

なく，製品の販売価格・条件・地域・量などに関して，あるいは生産自体に関して相互に交渉

し協定を結び，競争を制限し独占利潤を確保する方法をとる場合がある。乙れはまた，企業間

でとくに明確な協定を結ばず，紳士協定ないし暗黙の協定によってカルテル同様の効果を果た

す場合もある(管理価格制ないしプライス・リーダーシップなどもそうである)。ただカルテ

ルは経済的な効率性を生まず単に独占的弊害を生むだけである。また乙のように交渉による緩

やかな連結は，利害を真に調整する権限は成立しにくく，基本的な利害の対立一駆引きか

ら，また交渉の非効率』性という点から ;8)常に分裂の危機を含んだもので、ある了)さら哨企業と
の提携事業や合弁事業においては，内部市場が形成されている企業内のケースとは違って，情

報の内容・範囲に関して何らかの取り決めあるいは信頼関係でもない限り，独自の(優位性あ

る)情報の独占的所有が危険防らされる恐れ(消散リスク)が常にある!日従ってこの結ひー付
きはあくまで部分的・一時的であって，これにより市場の不確実性・外部性を克服する乙とは

難しい。

( 2 J より強い結び付き:乙れは企業内・企業聞において内部市場を形成し，企業主体にとっ

てのインプット・アウトプットの諸要素を内部的決定に従わせようとする方向(従って意思決

定の集権化)である。企業内での内部市場とは，先にみた企業内部の労働市場のほか，企業合

併によって形成された垂直的・多角的な統合をつうじてのもの，複数の事業部単位閣のもの，

また多国籍企業における親会社一子会社聞のものなどがみられる。企業間における内部市場は

合併→包摂化というような強い結び付きよりはヨリ緩やかな(生産レベル・販売レベルでの)垂

:6) 今井賢一・伊丹敬之・小池和男 r内部組織の経済学』東洋経済新報社， 1982，参照。

(7) 前稿「企業システムの進化と権力の形成(上)J 1"産業と経済」第 1 巻第 2 号， 30ページ参照。

(8) Johansen, L.,“The Bargaining Society and the Ineffeciency of Bargaining", Kr・klos ， Vol. 32, 1979. 
(9) 今井・伊丹・小池，前掲書， 128ページ。

(10) Rugman, A. M., Inside the Multinationals, Croom Helm, 1981. (江夏・中島・有沢・藤沢訳『多国籍企業

と内部化理論』 ミネルヴァ書房， 1983). 
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直的な統合(例えば系列化) ，水平的・多角的な統合(例えば企業集団化)をつうじての企業

クーループの形成にみられる。

このような内部市場を形成するグループ化には前段みたように次の 2 つのタイプがみられる。

1 つは，上位主体によって下請け系列会社を厳格に調整する中央集権的な企業ク*ループ形態。

乙のような企業クφループにおいては下位の企業主体は上位主体から与えられた集団的目標のた

めに統合されるため，各々の主体の自律性はその範囲内で制限され，親会社が強力な権限(リ

ーダーシップ)をもった明確な支配階層の中で利害の調整が効率的に行なわれる。もっともこ

れは支配企業側からみれば企業内部に全く包摂してしまうものではなく， (すなわち内部化す

るのではなく) ，下請けとして外部化したシステムであるためヨリ緩やかな結合(間接的な制

御)形式をとるが，下請け系列会社においては「役員派遣のみではなく， ミドルの出向等も行

われて，本社との情報伝達の密度は高く内部組織であった場合と同じ情報が入る……他方，下

請けや系列は市場環境l乙応じて生産量や在庫の調節にもある程度応じるのであって，市場と内

部組織の両方の長所を持つ中間組織として機能している」といえる。

もう 1 つはヨリ緩やかなネットワークシステムで，典型的には企業集団形態である。乙こで

は明確な支配主体(権限)はなく，相対的に自律性を持った各企業主体が主として金融機関・

商社を中心に(資本関係・取引関係において)先にみたような中間組織を形成しており，緩や

かな相互支配関係の中で利害の調整が行われるア乙のようなシステムでは，基本的同律化し
た企業主体がネットワークを維持する範囲内で集団的目標のために統合されるが，各主体は自

律化したものであるからその結合はルーズなものである。

企業内・企業聞において形成される内部市場では，企業主体は資本，有効な情報，特殊な労

働力・原材料，中間生産物などのインプットあるいはアウトプットをかなりの程度制御できる

ので，ウィリアムソンの言うような(外部)市場における「限られた合理性j ， r機会主義j ，

「不確実性・複雑』性j (主体間における「駆引き」も含む)， r情報の偏在」と t"" ったマイナ

ス面(不完全性)を克服でき，取引・契約の安定化，情報の正確かつ適切な伝達が可能となる。

すなわち市場が包摂-内部化される乙とによって， 1) 取引される財・用役の特性や取引がお

乙なわれる場の特性によって変わってくる取ヨ|コストが節約できる。 2 )市場での取引主体の

ゲーム論的行動における情報操作一駆引きがなくなり，さらに市場・取引・製品・技術などに

(11) 今井賢一「現代企業組織と内部組織の経済学」東洋経済 近代経済学シリーズ (52) !I日本型企業組織の解

明』東洋経済新報社， 1980, 18-19ページ。また今井・伊丹・小池，前掲書， 40ページ。

(12) ゆるやかなものではあるが，乙のクツレープ内では「集合的目標を中心とする地位と役割体系」が形成され

ているといえる。(今井・伊丹・小池，前掲書， 128ページ)

(13) 同上書， 57ページ。

(14) Williamson, O. E., Market and Hierarchies, Free Press , 1975. (浅沼寓里・岩崎晃訳『市場と企業組織』
日本評論社， 1980，第 2 章).
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関する情報の偏在も解消できる。従って企業内部に入ってくるノイズをその範囲内で抑えるこ

とができる。

ただしそれは流通・消費の全過程を包摂するというわけではない。またその過程での活動に

伴う社会的費用をも全て包摂するものでもない。企業主体・ク'ループ毎の私的な生産計画の利

害の範囲内でのみ部分的に包摂するのであるがゆえに，商品の流通・消費に伴う社会的費用を

外部に放置し，さらに市場における社会的生産と消費の分業と通信のネットワークを分断する。

乙の点わが国の大企業体制と金融系列を分析した後藤氏も次のように指摘している?少数の
巨大企業を中心とする企業グループの権力は明確であり「子会社を従えた大企業によって

市場がク'ループ化されているという「日本的」な大企業体制」ができている。企業グループに

よって市場が分断されるとクゃループに入らない企業はますます高い市場を利用するコストを負

担せざるをえず， (とくに中小企業は長期の資本市場への接近は実質的に閉ざされているので，

ク事ループに参加する乙とでコストを切り下げ存続をはかる場合もみられる) ，また新規企業の

参入もますます困難となってくる。

以上のように企業内，企業系列クゃループ内，企業集団内において垂直的，水平的または多角

的な内部市場(私的・個別的な分業ネットワークーそ乙における権限の中央集権化あるいはネ

ットワーク化)が形成されることによって， r市場の無政府'性の部分的修正」と呼ばれる現象

が進展する。乙のような内部市場においては(外部)市場におけるノイズ，すなわち企業聞の

取引に関わるリスクーコストをかなりの程度排除-制御でき，資本・人的資本・原材料・中間

生産物などの効率的な配分や情報交換が行いえる。しかしこの市場の修正一制御も個々の企業

主体・グループ・集団レベルで、個別に分断されているため，各々の内部における不確実性の減

少→資源配分の効率化は図れても，その外部はあくまで制御の外部でしかない。従って主体間

・グループ聞の相互調整(コミュニケーション)が事前にないのであれば，複合主体聞におけ

る競争が従来とは新たな次元で展開されることになり，社会的レベルで、の公平な資源配分一情

報交換を達成することは期待できない。

(もし全過程を包摂するならば，諸企業は社会的に計画化された分業体制のなかで協同化して

一つのシステムを形成し，生産一流通一消費の全過程を社会的目的・利益にしたがって管理し

ていかねばならないであろう)

7. 科学技術の包摂

と乙ろで企業が以上のような市場支配力をえるためには，内的発展条件としてそれにみあう

生産力をもっていなければならない。乙れまでは外的発展契機として(外部経済として)新し

(15) 後藤晃「大企業体制と金融系列J Ii"季刊中央公論経営問題~ 1980, 234-245ページ。
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い技術という有効情報を環境から獲得一包摂し，また商品化体制に乗せるために開発・改良と

いったレベルにとどまっていた。しかしながら乙の段階に至って企業は，競争インパクトのな

か技術進歩を先取りするために，技術の基礎となる科学までも包摂するようになる。都留氏は

この現象を次のように言われる。 r“資本"は(外部経済的・・筆者)諸要因を与件として利用し

ながら，最大限の自己増殖をはかる乙とを有利としてきたが，その後の生産力の発達につれて，

“資本"内部で私有化の対象となる“技術"だけでなく，基礎的な“科学"までも取り込むこ

と同己の利益を見いだすようになったブと指摘され，科学の業積をも自己の計画下附く時
代を「科学=産業革命時代」と呼ばれている。すなわち技術を外部経済として獲得すると言う

ことだけではなしその基礎となる「科学」までも包摂・内部化し，自らが新しい技術の開発の担

い手になり，情報の創造ー(技術イノベーション)→環境の形成(innovative control)を組織

的・計画的にお乙なう体制をつくっていく乙とを意味する。(後にみるようにそのためには国家

との協力を要請し，さらに大学・研究機関との密接な関係をも形成していく乙とになる)

都留氏は乙の体制の特徴を次の 6 点吋とめている?(1) 科学の「費用イじJ 0 ( 2 )基礎
科学における真理探求を行う科学者が私的資本の支配下に包摂される。(3 )そ乙で私有化さ

れた技術革新は，特許の形をとるよりノー・ハウとして企業の秘密扱いを受ける。 (4 )科学

=産業革命は独占的または寡占的な大規模企業に有利に働く。(5 )資本はますます系列化さ

れ，かっ無国籍化される。(6 )科学=産業革命のおかげで労働過程も変貌する(乙の点は第

4 章で触れた)。

とくに注意しておかねばならない乙とは，各企業が私的・個別的な基準によって科学=技術

を開発一私有化することによって〔上記( 2 )との関連J ，そしてその情報-技術を秘密化

(=私的情報障壁の形成)することによって〔上記(3 )との関連J ，当然開発コストや成果

の利用に関して重複や無駄が生ずる乙とになり，社会的なロスとなるという点。さらに企業は

あらゆる科学をあるいは特定の科学を全体として包摂するのではなく，直接経済的利益に関連

する範囲内で包摂し利用・開発する(自己の利益に直接結び付かない外部経済は包摂されない)

点である〔上記(1)との関連〕。技術開発にしても生産性原則，営利性原則の基準に従うも

のが中心に進められるため，社会的利益とは必ずしも一致しない。さらにまた直接生産過程に

関連する技術の開発が優先されるため，例えば公害防止などの社会関連技術は直接生産過程と

は関連しないので何らかの社会的規制でもないかぎりその開発は遅れがちになるといえる。

(16)都留重人，前掲論文， 7 ページ。

(問都留重人「現代資本主義分析のために」都留監修『新しい政治経済学を求めて1.1勤草書房， 1966 ， 13-19ページ。

(18) 宮本憲一『社会資本論.1 (改訂版)有斐閣， 1976, 81ページ， 163ページ。

(19) 公害防止機器の生産一販売が一つの産業となってくると，またその需要を狙って技術開発，市場開発が進

められる。ただしその産業の成功，生産の進展はGNP指標においては生産上プラスに評価されるが，それで

公害の問題が解決されるというものではない。
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企業システムの進化と権力の形成(下)

きて乙のような体制において，企業は技街イノベーションのイニシアチブを持つようになる。

まさに技術に対して広範な権力 (technological power) を持ちうる。乙れは経済的な領域(と

くに生産一労働過程・組織に対する影響)のみならず，社会的・文化的な領域にまで，時間的

にも(短期・長期) ，空間的にも(地域的・国際的)多様かつ大きな影響力をもっ乙とになる。

乙乙ではそのような経済的，社会的な分析を行うことが主題ではないので，技術に対する権力

についてエプスタインの示す次の五つの局面をみておく乙と同どめよう ?(1) 企業は技術
変化の方向，時期を決定するのに重要な役割と権限を持っている。(2 )企業の技術的権力と

は，経済全体に対する企業の技術的活動の結果である。(3 )国家の技術兵器庫としての企業

の地位は，公共政策に影響を及ぼす能力をもたらす。 (4 )合理的な計画に対する企業の技術

的要求が企業の内部組織や性格までもかえていく。つまりテクノストラクチュアが力を持ち，

計画化を要請するようになるということである。( 5 )生活の質への技術的権力の影響は甚大

なものがある。例えば自動車， トランジスター，コンピュータ一等の新製品の出現は生活様式

をかえ，生活文化をかえていく。

8. 国家の包摂

企業システムが発展・進化していく過程は，その経済的・政治的環境の不確実性を減少させ

ヨリ高い秩序性・安定性を持った環境を形成していく過程でもある。それはいわゆる「計画化

体制」を完成させていこうとする過程であるともいえよう。それはさきにみた市場の包摂ー支

配化による部分的な制御=内部市場化が企業内・企業聞で(資本，労働力，原材料，情報など

に関して)進められていくことにもみられる。しかしながら私的・個別的なレベルでの(部分

的な)制御ではカバーしきれない問題は当然多い。例えば生産体制のマクロレベ、ルで、の安定化

への要求，外部経済を取り込むことや情報創造における(とくに先進的な領域において) リス

クーコストの負担の問題や内部不経済・外部不経済の外部化にともなう社会的費用負担の問題

などがクローズアップされてくる。このような企業の私的・個別的レベルを越える領域は国家

の援助に依存しようとする傾向がある。つまり企業は安定性・安全性をもっ環境を積極的に形

成していくために，国家の広範かつ持続的な協力，さらに進んでその包摂化(とくに行政機能

一制度の)が必要になってくる。これは都留氏のいう「行政」の包摂で、あり1)国家はまさにガ
ルブ、レイスのいう「計画化体制にとっての道具?となってくる。

(20) Epstein, E. M.,“Dimensions of Corporate Power" Pt. 2, California Management Review, Vol. 16 

No.4, 1974, pp. 32-35. 
(2 1) 都留重人「“資本"よる“市場"包摂」都留監修『新しい政治経済学を求めて 2~ 勤草書房， 1968, 7-

8 ページ。

問 Galbraith， J. K., op. cit., ch.26，同訳書，第26章，参照。
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谷本寛治

乙の国家の包摂を引き起乙す基本的な要因は次の 4 点にまとめられる。(1)先進的な技術

分野における研究開発投資のリスクーコストを国家に依存。(2 )総需要の規制や社会的共同

生産手段の一方的利用，などに関する公共投資への依存。(3 )生産活動に伴う社会的費用の

負担の国家への依存。 (4 )経済的・政治的環境秩序の安定化とその維持。以上基本的な問題

点を順に考えてい乙う。

まず第ーに，企業は巨大な計画・プロジェク卜，先進的な技術分野における研究開発投資な

どを行う際，個々の企業の能力を越えるリスクーコストの負担の回避のため国家の援助を要請

する。科学者や技術者の養成自体も企業内で全てを行うのではなく，国家の負担に依存してい

る。さらにいわゆる産官学共同による研究開発の要請が強く，そ乙で企業は個別単位レベルを

越えた巨大なプロジェクトを設定し利潤機会を得ることが可能となる。

第二に，個別の企業内部での生産計画自体は制御可能であるが，市場における総需要の変動

が激しいようでは安定した企業運営一計画化体制は維持できない。そのためガルブレイスのい

うような総需要の効果的な規制が必要となってくる?国家は公共支出を持続的に高水準に保つ
乙とによって総需要をコントロールし，企業はそのような包括的な計画機能の一部として機能

する形をとる。(アメリカではとくに典型的に公共支出のうち軍事支出の占める割合が大きく

その経済的・政治的意味も大きいp
さらに企業の公共投資への依存関係は，社会的共同資本の部分的・一方的利用にみられる。

乙の場合もさきの市場や科学技術の包摂の場合と同様に，企業舌動の釈溢に関連する範囲内で包

摂し利用する点を忘れてはならない。企業は公共投資におけるいわゆる社会的共同資本をすべ

て包摂し制御するわけではない。あくまで企業が利用する社会的な共同生産手段(例えば産業

用地，産業排水設備，産業道路，運輸・通信手段など)の企業の利益の範囲内での一方的利用

である。乙れらは企業側にとって都合のいい形で整備されることになる。従って同時に乙れ

を支える国家による社会資本政策の歪みも指摘される。乙れは宮本氏が従来から主張されてい

るように，いわゆる国家独占資本主義といわれる体制においては，企業の生産効率・利潤率を

たかめるために，企業の利用する社会的共同生産手段への公共投資に重点が置かれ，直接生産

過程l乙関係のない市民が共同利用する生活手段=社会的共同消費手段(例えば上下水道，清掃

業務，街路，教育，文化施設，医療衛生施設等)への公共投資は節約あるいは後回しされる傾

向がある?しかしまた企業は，本来企業が賄うべき労働力の再生産のために必要な福利厚生・

間:) ibid., ch. 20，同訳書，第20章，参照。

制.) r軍事支出は同時IL[i大企業及び金融組織の力と特権を脅かす乙となし経済的な拡大を刺激するのに十

分な総需要を生み出す万法」といえる。 (Greenberg， E. S., Serving 百e Few :corporate capitalism and the 

bias of government po!icy, John Wiley & Sons, lnc., 1974. 下森義広訳『巨大企業と国家』光和;立，1979 ， 304ページ)

師)宮本憲一，前掲書，第 4 章，参照。
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企業システムの進化と権力の形成(下)

労務費関係の社会的共同消費手段までも部分的に包摂し利用している側面もみられる。企業は

このように，その拡大再生産を順調ならしめる環境条件を形成し，都市や地域における外部集

積利益を独占的に獲得していく傾向があることを指摘できる。

第三に，国家を包摂した企業のもう一つの側面として，社会的損失の費用負担の社会化とい

う傾向もみられる。 r企業は設備投資を直接生産過程に集中し，間接生産過程については公共
自由

投資に委任したり，できるだけ節約しようとする」。乙のような体制のもとでは，企業活動に

ともなう社会的損失は体制的損失としての性格をもち，その「費用の負担は社会化し，具体的

な現実の中では(企業のものか国家のものか)区別しにくくなる」のは当然である。中小企業

にあって社会的関連費用を十分に負担する能力がない場合に，国家が援助する乙とは考えられ

るが， 「しかし加害の度合が明確であり，負担能力もある独占的大企業までもが公権力に寄生

している乙とは現代の特徴」であると宮本氏は指摘される。すなわち独占利潤を獲得している

企業にあっては，公害防止の技術開発投資，社会関連費用の支出は可能であるにもかかわらず，

外部から激しい批判・公的規制でもないかぎり，外部費用は内部化されず，国家l乙肩代りさせ

るか，また市場を通して結局は労働者・市民に負担させることになる。(費用負担の社会化)

第四に，以上の結果企業にとって経済的環境の安定化が計られるが，さらに政治的環境(と

くに市民的秩序)の安定化のために「福祉国家」的な諸活動が拡大される。例えばアメリカに

おける30年代初期のあるいは60年代半ばの労働者・市民による圏内暴動は，企業の地位・特権

に対するラデイカルな脅威となり，それらの運動から企業を守っていくための政治的対応とし

社会福祉の拡大化がみられた。しかし暴動の衰退ー無秩序化への脅威の減退と共に社会福祉費

用の縮小化が行われた乙とをピヴン=クロウォード、が指摘している?)
以上のように企業が行政を部分的に包摂し，企業の私的計画化と国家の公共政策との相互関

連は， 「協調的」資本主義体制として制度化していく。そ乙では「大企業の意志に国家が(行

政を部分的に，すなわち産業政策・公共投資でのかなりの部分において…筆者)従事し，さら

に国家の運営そのものがはの領域内において…筆者)企業的運営を行う傾向」をもつように

なる。乙のような体制においては，企業は地域レベルでも中央レベルでも広範な政治的権力

(political power) を獲得していく乙とになる。それは株式会社が成立した当初の企業とは比

較にならないほど広範囲かっ強大なものになっている。

間.) J !:1I"j 光・'，';(本選- 1"日本の公;ij』お波書店， 197~ ， 13ページ o

(27) '/:ç本車ー，前倒書， 206ページ。

四，) fpJ 仁書， 207ページ。

四) ，司 I二書， 第 3 草C ， 参照。

(30) Piven, F. F. & Cloward, R. A., Regulating the Poor , Pantheon Books , 1971. (cit. in. Greenberg, E. S. , 

op. cit, fr:i]，引書， 287-293ページ参照)。

(31) J l:, iJ 光・，((本:長，前倒書， 61ページ。
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谷本寛治

企業の政治権力に対してはさまざまな規定が与えられるが，ここでは次のエプスタインによ

る規定をみておけば十分である ?(1) 政府活動に接近しその意思決定に影響を及ぼすこと。
( 2 )この活動をとうして他の社会的利害関係集団との関係で自己の地位を最大化しようとす

ることである。ジャコピーも企業の政治的権力とは，究極的に政治を動かす力であって，ロ

ビー活動や経済団体に加入することによって自己に適した政治環境を形成して行く権力，と規

定している。

企業と政府の接近，公共政策の意思決定過程への影響力という点においては，例えばアメリ

カにおける企業行動への規制委員会(州際通商委員会，連邦商業委員会，連邦通信委員会など)

や産業諮問委員会などのメンバーやその行動をみれば典型的である。すなわち委員会は規制さ

れねばならない当該企業一産業界に密接な利害を持つ人々やその代表者から構成されており，

その運営自体も企業制度そのものの変革ではなしに，現体制の枠内でいかに企業活動を有効な

ものにしていくか，政府側としては企業との信頼関係の維持に最大の努力が払われる。グリー

ンパーグはこの点に関して次のように指摘している。このような「委員会は，資金の合理的な

使用，十分な利潤，他の政府機関及び一般社会からの保護などに関心づけられながら，企業経

営の別の構成分子となりがちで、あるプ。すなわち「委員会は，産業的寡頭制の主要な擁護者と
化し，また，産業的な経営の重要な一部となっているアと。行政機関における政策形成過程に
おいても，企業一産業界の代表者と密接に関わりその利害や現実認識が色濃く反映されるので

ある。このような状況はまさにマツコーネルのいう「企業の自己規制」の仕組みといえる。

企業が政治的権力を獲得一行使する乙との背景には，経済的環境や政府や社会的利害関係集

団が圧力となる危険をはらんだ政治的環境の中で自己に都合のよい状況を形成してい乙うと

する乙とがある。企業が乙のような政治的な支配能力をもっ乙とは，古典的民主主義におけ

る権力の均衡化(立憲主義一機能主義一多元主義の権力バランスが社会においてみられるのは，

古典的・小規模企業が散在している社会システムにおいてのみである)を破壊することを意味

する。

もっとも現代のような企業社会システムにおいては，企業が労働者・市民における政治的権

力への正当性を全く無視して権力を直接的・一方的に行使するという乙とは少ない。またすで

にみたように，企業はその計画化体制を補完・援助するために国家を取り込む，あるいは国家

(32) Epstein, E. M., op. cit., p.38. 

(33) Jacoby, N. H., Corporate Power and Social Responsibllity, Macmillan, 1973, ch. 7 (経団連事務局一訳

『自由企業と社会』産能大出版部， 1975，第 7 章). 

(34) Greenberg, E. S., op. cit，同訳書， 105ページ。

(35) ibid.，同訳書， 106ページ。

(36) McConnel, G., Private Power and American Democracy, Vintage, 1966, ch.8. 

- 40 一



企業システムの進化と権力の形成(下)

の協力をえる形での相互依存関係を形成している。従って現実には両者の関係は一方が他方を

制御するという明確なものでなく，相互の境界線は暖昧化している。そ乙ではまさに両者はお

互いの利益のために「宇目携えて存立していく」体制を定着させようとしているといえよう?
なお企業による国家の包摂も部分的であれ企業=国家となるわけではない。従って企業は

あらゆる政治的過程において主導権を行使するものではない。マツコーネルは， r ビジネスエ

リートは特別な例を除いて，政治的支配力を非常に限られた目的と時間のためにしか行使しな

い」と言うように，個々の企業(あるいは企業グループ)の政治的権力は，自己に有利な経済

的環境，政治的環境を形成するために獲得，行使されるものであって，それを積極的にも消極

的にも過大評価する乙とには注意しなければならない。企業は自己の企業目的に直接・間接に

関係する範囲内での政治的行動をとる。言いかえると，企業は政治的利害において非常に偏狭

で，企業活動と関わる接点でしか政治的行動を行わないと言える。

9. 株主の包摂

以上みてきたように現代企業は多様な権力を獲得し，その権力構造は初期の株式会社企業の

それとは比較にならないくらい拡大している。それと同時に，株式の所有者は株式会社形態の

発達lこともなって法人化し，その結果企業の支配関係において株主から相対化された経営者は

企業権力の行使に際して比較的自律化していく。すなわち企業の権力基盤は，巨大法人企業聞

での相互所有一支配のネットワークが形成されてくることによって，機能的には「株主」によ

る支配力は顕在的なものから潜在的なものに変わり，経営者による企業権力の行使は，株主の

影響から相対的に独立化・自律化していく。その結果，企業権力の基盤およびその行使に関して
自由

は「会社それ自体」として相対化・安定化していくといえる。以下乙の関係をもう少し考えて

し 1 く乙と l乙しよう。

まず株式会社形態が発達するに従って一般に企業の所有主体と所有対象は変化していく。そ

の基本的な展開は第 1 表のようにまとめられる。

株式会社の成立で，資本家が所有する資本が私的・個人的資本から社会的に結合された資本

の形態となる(資本の個人性の止揚→社会化)。株式会社が発達してくる過程で，社会的資本

間 「それぞれの組織が他の組織にとって重要であり，組織の構成員は日常の仕事を入りまじって行い，一方

の組織は他の組織の目標を受け入れるようになり，お互いに他方の目標に自分を適合させる。J (Galbraith, 

J. K. , op. cit., p.325，同訳書， 427ページ)

(38) McConnel, G., op. cit., p. 254。

(39) 前稿，第 5 章にみたようにもちろんそれには内部留保の増大傾向という要因も働いているが，乙乙では相

互所有一支配のネットワーク化に起因して， (企業を代表する)経営者が企業権力を行使する際に株主の影響

から相対的に独立するという側面を捉えていく乙とにする。

側マルクス， K. , i"資本論』大月書店， 1968，第 3 部第 5編第27章， 556-563ページ。
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第 1 表

企業形態 所有主体 所有対象

古典的個人企業
個人資本家

個人的資本
(=自然人)

近代的株式会社
個人株主(=自然人)

「ネ士会的」資本
(株式分散→少数支配化)

現代的株式会社 (私的)法人株主 「ネ士会的」資本

を所有する主体が個人(自然人)から法人へと変化する。法人による社会的資本の協同所有と

いう社会的性格の強い形態をとるようになっている(もっとも非個人ではあるが私的法人によ

る所有であることには変わりがない)。

と乙ろで初期の株式会社では，企業を運営する経営者は資本家から委託された代理人であり

企業に対する資本家(株式所有者)の個人的・直接的影響は強かった。株式会社が発達し株式

が分散してくると一般個人株主の持株比率は極端に低下する一方，少数大株主による支配が進

展する(株主の地位における“寡占"的現象)。乙乙でも株主(資本家)の個人的・直接的影

響は強く残っている。しかし近年，日米の企業において典型的にみられるように法人(非金融

企業・銀行・保険会社など)による株式所有の割合が増大してくると，株主の個人的・直接的

な企業への影響は一般には殆ど少ないものとなってくる。少なくともそ乙では法人たる企業は

多数の個人株主をまさにその支配下に包摂したといえる。すなわち法人所有化が進み所有関係

が企業間関係(金融機関を含む)の中に協同化されていくにつれ，いわゆる「資本家」を個人

またはー企業に特定化する乙とはむつかしくなり，まさに企業への個人的・直接的支配は少な

くなっていく。乙の段階では個人に変わって法人企業による所有一支配関係が前面に現れる。

そ乙では経営者の自社に対する地位と権力が相互所有一相互支配のマトリックスの体系の中で，

お互いに与えあう・信認しあう関係が作られる jli まさに法人所有に基づいた「経営者」支配の
体系が形成されるのである。

そのような関係を背景として企業主体は企業と銀行，銀行と他金融機関との聞における物的ネッ

トワーク，情報ネットワークの中氏位置する。すなわち企業主体は取引関係，融資関係，株式の所

有関係，人的結合関係(役員兼任) ，またそこからもたらされる情報のコミュニケーション経路の

緊密化による直接的あるいは潜在的な影響を常に及ぼし合う相互制約的な関係の中に存在している?

(41)奥村宏，『法人資本主義一「会社本位」の体系一』御茶の水書))J ， 1984, 195-196ページ。

(42) Blumberg, P. 1.，百le Megacoration in Americam Society, Prentice-Hall, 1975 (中村監訓 li j!大株式

会社』文員堂， 1980) , Zeithin, M.,“Corporate Ownership and Control : The Large Corporation and 

the Capitalist Class" , American Journal of Sociology, Vol. 79 No.5 , 1974. Herman, E. S., Corporate 
Control, Corporate Power, Cambridge U. P., 1981，参照。
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企業システムの進化と権力の形成(下)

企業聞における結びつきは様々でありうるが，このような物的ネットワークや情報ネットワー

クを通して，双方がお互いに共通目的(より優れた経済的業績をあげ利益を上げる)を達成す

るために相互に影響を与えあっているのである。いわば諸企業，諸金融機関などいくつかの利

害関係主体による潜在的な協同支配のネットワーク (control :through constellatiqn of 

int erests) が形成され，企業はそのような協同性と制約性の中広存在していると言える。もっ

ともその相互制約性には顕在的な拘束力はなく，企業=株主であるから基本的にはその利害は

一致しており，企業権力の基盤は企業相互の関係の中で強化されることになる。従って通常業

績悪化，経営危機の状態にでもないかぎり，株主たる企業，金融機関による直接的な経営への

介入・干渉という行為は見られず，それらの聞においては相互に信認しあう関係が維持される。

(危機に直面した場合には，潜在的支配potential control から現実的支配 active controlへ転

化しうる)

乙の様な段階に至っては初期の株式会社形態においてデザインされた株主総会は，形式的に

も実質的にもそのチェック機能を形骸化させており，経営者は株主による直接的な支配・権限

関係から自由になる。例えばわが国の場合，株主総会が形骸化した結果，経営者は大株主懇談

会やそれ以前の段階において大株主たる法人企業への根回しを進めるケ)しかしその根回しも形
式化しつつあり，何らかの経営危機状態の場合を除いて，経営者は大株主(=法人企業)の存

在を無視して企業権力の行使を決定しえる。第 2 表参照。

要約すると，株式会担:制度の発達により現代の企業体制においては，企業間，企業一金融機関聞に

第 2 表

企業形態 意思決定の所在
Management 企業行動へ 企業行動への
Powerの根拠 の内的制約 外的制約

古典的個人企業
個人資本家 直接所有

個人的倫理 市 場
(記事業家) l乙基づく

株式会社デモクラ
株主からの授権に シー(三権分立)

近代的株式会社 株 主 基づく 市場・政府

(代理人mandator) 取締役会
監査

株式会社デモク 市場・政府
企業聞の相互所有 ラシーの崩壊 労働者・市民

現代的株式会社 経営者 -支配のネットワ (法人株主の潜在 (ただし乙れらの

ークに基づく 的制約力) 制約力は相対的に

経営者の倫理 弱化)

(43) Scott, J., Corporations , Class and Capitalism, Hutchinson, 1979 (中村・植竹監訳『株式会社と現代社

会』文真'ì;í:; 1983). 

(44) 平lil 忠弘『わが|時株式会社の支配』千白書};J ， 1982。
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おける協同所有のネットワークの中で相互支配の体系カ形成され，支配を与えあう乙とによって通

常法人株主からの直接的な支配関係は顕在化しなくなる。その結果企業は，一般個人株主や中

小法人株主を包摂一制御し，さらに(一定の制約のもとにあるものの)大株主の直接的な支配

ー制約関係から自由となり，経営者の企業権力を行使する権限は相対的に自律化していく。い

わば株式所有の法人化を基盤とした企業聞の所有一支配のネットワークの中で企業の権力基盤

は企業自体にとって安定化一自律化していくといえる。

10. 結びにかえて

以上企業システムが経済的・政治的環境と相互作用を行う中で古典的個人企業から現代的巨

大企業に藍史的に発展・進化し，権力を獲得していく過程を素描した。そのプロセスを要約的

に示すと次のようになる。

{労働者}の包摂ぜ

{他企業}の包摂・協同化4

(消費者}の包摂(市場支配力)ー

(政治的権力)-
{株主}の包摂・協同化←ー

(r経営者」支配)

• 
古典的個人企業形態

一寸 〔労働者〕
〔産業技術〕

(機械化一工場イ白

ド 〔資本〕
(近代的株式会社化)

十 〔市場〕
(寡占・独占化)

現代的巨大企業形態

• 

科学技術〕
〔国家〕
〔株主〕

企業システムは成長・発展していく過程であるいはその結果，多様な権力を轡尋するが，その

内容を企業内部・外部に区分して示すと第 3 表のようになる。

企業内部権力(internal corporate power) :生産単位としての決定主体である企業は，は

じめにもみたようにその生産過程に関わる組織の設定，生産一投資の決定，成果の配分に関し

て自律的である。そ乙では生産過程における情報を一方的に取得しており，同過程に対する制

御関係は一方的である。

企業外部権力 (external corporate power) :自己の発展・進化に必要な範囲内で外部環境

から有効情報を取り込む，他主体を包摂あるいは協同化する，また経済的・政治的制度を包摂

し，自己に都合のよい経済的・政治的環境を形成しようとする。ただし外部環境における情報，

他主体，制度の包摂一内部化はその全側面にわたるものでなく，あくまで自己の利益に関わる

範圏内であり，従って部分的・個別的である。当然それは個別企業レベルを越えた社会的な利
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企業システムの進化と権力の形成(下)

第 3 表

企業主体内部

(主に生産過程にかかわる) (主に消費生活過程にかかわる)

0 生産・投資の計画決定権

経済的権力 。組織における権限 0市場外への様々な影響力

。系列・下請企業への支配力 。地域経済への様々な影響力

組織階層における管理の支 1 
社会的権力 配的側面

法人市民としての社会成層・

(労働者に対する権力)
社会文化への影響力

生産技術導入・設置の決定
技術革新・発展万向への影

技術l乙対する権力
権

響力

(教育機関・制度への影響力)

(職場環境は，上記の社会的
企業活動による地域の生活 | 

環境l乙対する権力 権力と技術l乙対する権力 l乙

よって一方的に決定される)
環境への影響力

企業市民化への影響力
国家・政府機関との依存関

政治的権力 (í会社人」としての忠誠心，

一体感の形成)
係・影響力

一

益・計画の合意に基づいているわけではなし私的・個別的な分業ネットワークは社会的な分

業のネットワークを分断してしまう。企業がその権力を外部にまで拡大していく乙とは，ます

ます企業の社会的性格を増大させていくが，それは基本的には企業内部の論理の外延が伸展す

るだけであって「社会化」とはあくまで内部化の拡大を意味するに過ぎない。(もっともその

発展過程でーとくに60年代以降一社会的コンフリクトに直面し「社会性」をある程度考慮して

いかねばならなくなったことは十分強調する必要はある) このような企業内部権力・外部権

力による支配構造に対して労働者・市民は生産過程において，また消費生活過程において経済

的・政治的に対抗関係にある。そこから企業権力への社会的制御の方向a性を探っていくことが

次の課題となる。
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